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生徒指導係 

～連休中の過ごし方について～ 
★新年度スタートも小休止！GWでしっかり充電しよう・・・ 

 令和６年度がスタートして３週間が経過しました。新しい環境にも少しずつ慣れ

てくると同時に、年度はじめの緊張感が緩み生活のリズムが乱れやすい時期でもあ

ります。ともするとうっかり基本的なことを怠ってしまい、自分の身に危険が迫っ

てくることもあります。常に心に余裕を持った行動を心がけましょう。 

★交通安全について 

 例年新年度がはじまると、県内の高校生の交通事故が多発し、特に新入生の自転車による事故が顕著で

す。本校生徒においても昨年度 1 年間で 5名の生徒が普通乗用車との接触事故に遭いました。幸い軽傷で

済みましたが、事故の状況によっては大事故にも発展しかねません。交通社会で行動する私たち全員が自

覚をもって行動すべきです。自転車に限らず原付バイクを普段の生活で使用する生徒はもちろんのこと、

今は車両には縁のない生徒も歩行者や助手席の立場から交通安全について考えるこ

とがとても大切です。 

４月２７日（土）～５月６日（日）の間「春の連休時における交通安全運動」が

実施されます。交通ルールやマナーを守ることは自分の安全はもちろんのこと、周

囲の人の安全も守ることにつながります。交通安全運動期間中だけでなく日頃から、危険はどこにでも潜

んでいるという意識を持って行動しましょう。 

 昨年４月より県立学校に通う生徒は自転車利用時でのヘルメットの着用が義務付けられています。安

全・安心を第一に考えて行動していきましょう。 

★生活のリズムを崩さない 

 休みだからといって不規則な生活をしないようにしましょう。休み明けの学校生活のことも考えながら、

規則正しい生活をして飲酒・喫煙・薬物乱用などの問題行動をおこさないように注意して過ごしてくださ

い。午後１１時過ぎの外出は深夜徘徊になり、補導対象となります。１８歳の成人でも、未成年の友人や

後輩と遅くまで行動するのは慎みましょう。一人一人が公共のルールやマナーを守り、周囲に迷惑をかけ

ないよう、思いやりのある行動をしましょう。 

★スマートフォン（携帯電話）やインターネット利用について  

 新学期で交友関係も変化するとともにＳＮＳでのやり取りを巡るトラブルに発展することも多くありま

す。ＳＮＳ利用上の危険性や注意等をしてきましたが、まだまだ安易に考えている人がた

くさんいます。実際にトラブルになってからでは遅いです。軽い気持ちで書き込みをして

しまったことが、犯罪に巻き込まれるという形で自分に返ってきてしまうこともあります。

それらの投稿した内容は（画像も含めて）、コピーやスクリーンショットによって転載され本人の意思と

は関係なく半永久的に残り続けてしまいます(デジタルタトゥ＝一旦インターネット上で公開された書き

込みや個人情報などが一度拡散してしまうと、完全に削除するのが不可能であること)。そのような危険

性を十分理解したうえでマナーを守って使ってください。 

※体調を崩さないように有意義な連休を過ごしてください。５月２日木曜日は月曜の授業です。注意して

ください。 


